
箕
面
市
訓
令
第
十
九
号

庁
中
一
般

箕
面
市
通
学
定
期
券
補
助
金
交
付
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
通
学
定
期
券
補
助
金
交
付
要
綱

（
趣
旨
）

第
一
条

北
大
阪
急
行
南
北
線
の
延
伸
に
よ
る
路
線
バ
ス
の
路
線
の
再
編
に
伴
い
、
北

大
阪
急
行
電
鉄
株
式
会
社
（
以
下
「
北
急
」
と
い
う
。
）
が
運
行
す
る
鉄
道
及
び
阪

急
バ
ス
株
式
会
社
（
以
下
「
阪
急
バ
ス
」
と
い
う
。
）
が
運
行
す
る
路
線
バ
ス
を
乗

り
継
ぐ
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
通
学
に
要
す
る
費
用
が
増
加
し
た
者
に
対
し
、

そ
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
交
付
す
る
箕
面
市
通
学
定
期
券
補
助
金
（
以
下

「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
箕
面
市
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
六

年
箕
面
市
規
則
第
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
要
綱
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

バ
ス
定
期
券

阪
急
バ
ス
が
発
行
す
る
通
学
定
期
券
又
は
阪
急
ス
ク
ー
ル
パ
ス

を
い
う
。

二

鉄
道
定
期
券

鉄
道
事
業
者
が
発
行
す
る
箕
面
萱
野
駅
又
は
箕
面
船
場
阪
大
前

駅
を
乗
車
又
は
降
車
す
る
駅
と
す
る
通
学
定
期
券
を
い
う
。

（
補
助
対
象
者
）

第
三
条

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
者
（
以
下
「
補
助
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、

第
五
条
に
規
定
す
る
補
助
対
象
期
間
内
に
お
い
て
市
内
に
居
住
し
、
か
つ
、
バ
ス
定



期
券
及
び
鉄
道
定
期
券
を
利
用
し
て
通
学
す
る
者
と
す
る
。

（
補
助
対
象
期
間
）

第
四
条

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
期
間
（
以
下
「
補
助
対
象
期
間
」
と
い

う
。
）
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

（
補
助
対
象
月
数
）

第
五
条

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
月
数
（
以
下
「
補
助
対
象
月
数
」
と
い

う
。
）
は
、
バ
ス
定
期
券
又
は
鉄
道
定
期
券
の
有
効
期
間
の
開
始
日
の
属
す
る
月

（
開
始
日
が
十
六
日
以
後
の
場
合
に
あ
っ
て
は
開
始
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
通
用

期
間
が
二
学
期
プ
ラ
ス
の
阪
急
ス
ク
ー
ル
パ
ス
を
保
有
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、
開
始

日
が
令
和
六
年
四
月
一
日
前
の
場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
六
年
四
月
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
同
期
間
の
終
了
日
の
属
す
る
月
（
終
了
日
が
十
五
日
以
前
の
場
合
に

あ
っ
て
は
終
了
日
の
属
す
る
月
の
前
月
、
終
了
日
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
後
の

場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
七
年
三
月
）
ま
で
の
月
の
う
ち
バ
ス
定
期
券
及
び
鉄
道
定
期

券
を
保
有
す
る
月
数
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
八
条
第
二
号
イ
の
撮
影
日
が
バ
ス
定
期
券
又
は

鉄
道
定
期
券
の
有
効
期
間
の
終
了
日
の
一
月
前
の
日
の
前
日
以
前
の
日
の
場
合
（
終

了
日
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
後
の
場
合
で
あ
っ
て
同
年
二
月
二
十
八
日
以
後
に

撮
影
し
た
場
合
を
除
く
。
）
の
補
助
対
象
月
数
は
、
当
該
バ
ス
定
期
券
又
は
鉄
道
定

期
券
の
有
効
期
間
の
開
始
日
の
属
す
る
月
か
ら
撮
影
日
の
属
す
る
月
（
撮
影
日
が
十

五
日
以
前
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
撮
影
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
ま
で
の
月
の
う
ち

バ
ス
定
期
券
及
び
鉄
道
定
期
券
を
保
有
す
る
月
数
と
す
る
。

３

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
七
条
の
生
業
扶
助
を

受
け
て
購
入
し
た
バ
ス
定
期
券
及
び
鉄
道
定
期
券
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
補
助
対

象
月
数
か
ら
当
該
通
学
定
期
券
の
有
効
期
間
の
月
数
を
除
く
も
の
と
す
る
。

（
補
助
金
の
額
）



第
六
条

補
助
金
の
額
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
額
の
合
計
額
を
十
二
で

除
し
て
得
た
額
に
補
助
対
象
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。

一

ロ
に
掲
げ
る
額
か
ら
イ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
時
点
に
お
け
る
阪
急
バ
ス
が
運
行
す
る
路
線
バ
ス

の
自
宅
付
近
の
バ
ス
停
留
所
か
ら
千
里
中
央
（
次
号
ロ
の
購
入
区
間
が
箕
面
萱

野
駅
か
ら
箕
面
船
場
阪
大
前
駅
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
船
場
北
橋
）
ま

で
を
乗
車
区
間
と
し
た
通
用
期
間
が
学
年
の
阪
急
ス
ク
ー
ル
パ
ス
の
額
（
小
児

運
賃
の
場
合
又
は
身
体
障
害
者
等
阪
急
バ
ス
に
よ
る
運
賃
の
割
引
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
）

ロ

令
和
六
年
四
月
一
日
時
点
に
お
け
る
バ
ス
定
期
券
の
購
入
区
間
の
通
用
期
間

が
学
年
の
阪
急
ス
ク
ー
ル
パ
ス
の
額
（
小
児
運
賃
の
場
合
又
は
身
体
障
害
者
等

阪
急
バ
ス
に
よ
る
運
賃
の
割
引
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
）

二

ロ
に
掲
げ
る
額
か
ら
イ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
時
点
に
お
け
る
北
急
が
運
行
す
る
鉄
道
の
千
里
中

央
駅
か
ら
降
車
す
る
駅
（
降
車
す
る
駅
が
北
急
以
外
の
鉄
道
事
業
者
が
運
行
す

る
鉄
道
の
駅
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
江
坂
駅
）
ま
で
を
乗
車
区
間
と
し
た
通
用

期
間
六
箇
月
の
通
学
定
期
券
の
額
（
小
児
定
期
券
又
は
特
別
割
引
定
期
券
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
）
に
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
北
急
が
運
行
す
る
鉄
道

を
利
用
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）

ロ

令
和
六
年
四
月
一
日
及
び
同
年
十
月
一
日
時
点
に
お
け
る
鉄
道
定
期
券
の
購

入
区
間
（
北
急
が
運
行
す
る
鉄
道
の
区
間
に
限
る
。
）
の
通
用
期
間
六
箇
月
の

鉄
道
定
期
券
の
額
（
小
児
定
期
券
又
は
特
別
割
引
定
期
券
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
額
）
の
合
計
額



２

補
助
対
象
期
間
内
に
市
内
で
転
居
し
、
又
は
転
学
し
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
異
動
」
と
い
う
。
）
、
異
動
後
も
バ
ス
定
期
券
及
び
鉄
道
定
期
券
を
利
用
し
て
通
学

す
る
場
合
は
、
異
動
し
た
日
の
属
す
る
月
（
異
動
し
た
日
が
十
六
日
以
後
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
異
動
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
以
後
に
お
い
て
は
、
異
動
後
の
住

所
又
は
通
学
先
に
よ
り
第
一
項
の
補
助
金
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
前
申
請
）

第
七
条

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
補
助
対
象
者
又
は
当
該
補
助
対
象
者
と

同
一
世
帯
に
属
す
る
者
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
ま
で
に
箕
面
市
通
学

定
期
券
補
助
金
事
前
申
請
書
兼
同
意
書
（
様
式
第
一
号
）
（
以
下
「
事
前
申
請
書
」

と
い
う
。
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

補
助
対
象
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
等
の
写
し

二

補
助
対
象
者
以
外
の
者
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
本
人
確
認

が
で
き
る
書
類
等
の
写
し

（
補
助
金
の
交
付
申
請
等
）

第
八
条

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
補
助
対
象
者
又
は
当
該
補
助
対
象
者
と

同
一
世
帯
に
属
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
十
四
条
の
二

第
一
項
の
箕
面
市
補
助
金
交
付
申
請
書
兼
補
助
事
業
実
績
報
告
書
（
以
下
「
申
請

書
」
と
い
う
。
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

箕
面
市
通
学
定
期
券
補
助
金
申
出
書
兼
同
意
書
（
様
式
第
二
号
）

二

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
補
助
対
象
月
数
に
係
る
全
て
の
バ
ス
定
期
券
及
び

鉄
道
定
期
券
の
写
真

イ

撮
影
日
が
わ
か
る
も
の
を
含
め
て
撮
影
し
た
も
の

ロ

通
用
期
間
一
箇
月
の
通
学
定
期
券
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
有
効
期
間
の
開
始

日
か
ら
十
六
日
が
経
過
し
た
日
以
後
に
撮
影
し
た
も
の



三

補
助
対
象
者
と
同
一
世
帯
に
属
す
る
者
で
前
条
の
規
定
に
よ
る
事
前
申
請
を
し

た
者
以
外
の
も
の
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
等
の
写
し

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
補
助
対
象
者
一
人
に
つ
き
、
一
回
限
り
と
す
る
。

（
申
請
期
限
等
）

第
九
条

事
前
申
請
書
の
受
付
開
始
日
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日
と
す
る
。

２

申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
決
定
等
）

第
十
条

市
長
は
、
補
助
金
の
交
付
の
決
定
及
び
そ
の
額
の
確
定
を
し
た
と
き
は
規
則

第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
箕
面
市
補
助
金
交
付
確
定
通
知
書
に
よ
り
、
不
交
付
の
決

定
を
し
た
と
き
は
箕
面
市
通
学
定
期
券
補
助
金
不
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
三

号
）
に
よ
り
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ

の
者
の
指
定
す
る
口
座
に
振
り
込
む
方
法
に
よ
り
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


